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大阪府内における災害時薬事体制の整備について

資料１



⚫ 「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」（令和４年７月22日付通知）にお
いて、保健医療福祉調整本部を組織する構成員として、災害薬事コーディネーターが記載された。

災害薬事コーディネーター
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大阪府内における災害時薬事体制の整備について
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災害薬事コーディネーターついて

⚫ 第８次医療計画に基づく指針において、災害薬事コーディネーターが「災害時に、都道府県並びに
保健所及び市町村が行う保健医療活動における薬事に関する課題解決のため、都道府県が設置する
保健医療福祉調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、
被災地の医薬品等や薬剤師及び薬事・衛生面に関する情報の把握やマッチング等を行うことを目的
として、都道府県において任命された薬剤師」と定義され、保健医療福祉調整本部への参画が求め
られていることから、各都道府県において災害薬事コーディネーターの養成が進められている。



災害薬事コーディネーターの任命状況

※現在の4名の災害薬事コーディネーターは、大阪府の保健医療調整本部の
もと活動を行う。 4



大阪府内における災害時薬事体制の整備について

災害発生時に、府内各地域における薬局等の被災状況や避難所等における医薬品
ニーズを把握し、医薬品等の確保や供給を円滑に対応できるよう、保健所等と連携
して対応する「地域災害薬事コーディネーター」の養成・配置を行う。

〇 国が策定した「災害時における医療体制の構築に係る指針」において、「災害
薬事コーディネーター」※が保健医療福祉調整本部等を組織する構成員として位
置づけられた。
※「災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が行う保健医療活動における薬事に関する課題解決のため、都道府県が

設置する保健医療福祉調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災地
の医薬品等や薬剤師及び薬事・衛生面に関する情報の把握やマッチング等を行うことを目的として、都道府県において
任命された薬剤師」のこと

〇 本府では、大規模災害等の発生時に必要とされる医療を迅速かつ的確に提供で
きる体制の構築を図るため、府保健医療調整本部に「大阪府災害医療コーディ
ネーター」を設置している。

〇 災害時に、各地域の保健医療活動を適切に行うためには、医薬品等の確保供給
が円滑に実施されることが重要であることから、地域の保健医療活動の調整を行
う本部等において、保健所や市町村等と連携し、地域の医薬品等の供給調整活動
を支援する薬剤師を地域災害薬事コーディネーターとして委嘱し、配置する。

地域災害薬事コーディネーターの配置について
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医薬品等の確保供給関係（一部抜粋）

災害予防対策 第１章第４節 災害時医療体制の整備 第５ 医薬品等の確保体制の整備

府及び市町村は、医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医薬品、医療用資器材、輸血

用血液等の確保体制を整備する。（中略）

１ 医薬品及び医療用資器材の確保体制の整備

府及び市町村は、備蓄すべき医薬品等の品目、数量を定めるとともに、医療関係機関などと協力

し、医薬品及び医療用資器材の確保体制を整備する。（後略）

府及び市町村は、災害時における医薬品の確保が円滑に行えるよう、平時からそれぞれの本部にお

いて調整を担う災害薬事コーディネーターである薬剤師などの助言により、必要な医療関係機関、

医薬品等関係団体、薬局等との連携・連絡体制を整え、医療関係機関及び医薬品等関係団体等の協

力を得て、医薬品、医療用資器材、輸血用血液等の確保体制を整備する。（中略）

１ 医薬品及び医療用資器材の確保体制の整備

府及び市町村は、備蓄すべき医薬品等の品目、数量を定めるとともに、医療関係機関などと協力

し、医薬品及び医療用資器材の確保体制を整備する。（後略）

大阪府地域防災計画（抜粋）

府及び市町村は、平時から災害薬事コーディネーターの助言等により、関係機関、
関係団体、薬局等との連携体制を整え、医薬品等確保体制を整備する。（令和７年
３月改訂で追記）
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災害応急対策 第３章第２節 医療救護活動 第５ 医薬品等の確保・供給活動

府及び市町村は、医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医薬品、医療用資器材の確保

体制を整備し、供給活動を行う。（中略）

１ 市町村

地域の医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医療用

資器材の調達、供給活動を実施する。また、不足が生じた場合は、府に対して供給の要請を行う。

（後略）

府及び市町村は、それぞれの本部において調整を担う災害薬事コーディネーターの助言を得て、被

災地域における医薬品及び医療用資器材のニーズを把握し、医療関係機関及び医薬品等関係団体等

の協力のもと、医薬品等の調達及び避難所等における調剤体制を確保し、医薬品等の供給活動を行

う。（中略）

１ 市町村

地域の医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医療用

資器材の調達、供給活動を実施する。また、不足が生じた場合は、府に対して供給の要請を行う。

（後略）

大阪府地域防災計画（抜粋）

府及び市町村は、災害時に災害薬事コーディネーターの助言のもと、被災地域に
おける医薬品等ニーズの把握や、供給活動を行う。（令和７年３月改訂で追記）
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〇身分等
・大阪府災害医療コーディネーター設置要綱に基づき、災害時に各地域の医薬品等
の確保や供給が円滑に行えるよう調整・支援する薬剤師を、災害医療コーディ
ネーター（「地域災害薬事コーディネーター」と呼称）として府が委嘱する。

・災害発生時の活動については、大阪府災害医療コーディネーター設置要綱に基づ
き、府が必要な経費（日当、旅費等）を補償。平時の研修や訓練等の参加経費は
原則対象外。

〇活動内容
・地域災害薬事コーディネーターの活動概要は次スライドのとおり。
・災害薬事コーディネーターの運用、活動内容等については、大阪府災害薬事
コーディネーター活動要領を策定中。

〇配置
・地域の薬事関係に精通されており、保健所や市町村と連携して活動いただける薬
剤師を各地域薬剤師会毎に原則２名程度委嘱することを想定。ただし、関係保健
所や市町村の状況に応じて必要な人数を調整。

・地域の保健医療活動の調整を行う本部等で活動。
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地域災害薬事コーディネーターについて



地域災害薬事コーディネーターの役割
災害時に、地域の医療救護活動が円滑に行われるよう、薬学の専門的見地をもとに、保健所等と連携し、地域の被災
状況や医療等のニーズ等を踏まえた支援を行う。

（活動イメージ）
・被災地域にある薬局等の状況把握
・避難所、救護所等における医薬品等ニーズの収集・共有
・支援要請（薬剤師派遣、医薬品供給）の調整

大阪府

保健医療調整本部（薬務班）

本部災害薬事
コーディネーター

地域災害薬事
コーディネーター

・府内における被災状況の把握
・医薬品等流通状況の確認
・医薬品等の確保・供給等に関する
総合調整

・地域災害薬事コーディネーター
の活動に協力
・薬剤師の派遣、医薬品供給

地域薬剤師会

大阪府薬剤師会

・大阪府、地域薬剤師会等と連携して、
災害薬事コーディネーターの業務に協力
・医薬品等の供給について調整

連携・協力保健所（府・保健所設置市）

※国の通知では保健医療福祉調整本部としているが、府では保健医療調整本部と、福祉調整本部が連携して対応

地域災害薬事連携

※

保健所保健医療調整本部

・薬局等の被害状況や稼働状況等を把握
・地域の医療提供状況や避難所等のニーズを
踏まえ、医薬品供給等について府本部への
支援要請及び調整

連絡・調整

連絡・調整

被災状況や現場ニーズの
共有、専門的助言

市町村

被災状況や避難所等の
ニーズの把握

・避難所等の開設、医薬品等の確保供給

連絡・調整

連絡・調整

地域災害薬事コーディネーターの活動について
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本府における、災害薬事コーディネーターの活動や運用等の基本的な事項について定めたもの。

活動要領の内容

１ 本要領の位置付け
２ 災害薬事コーディネーターとは
３ 要件
４ 身分の取り扱い
５ 名簿への記載等

１ 府内の薬事・衛生提供体制の把握
（１）医薬品等供給体制の把握等
（２）連絡手段の構築
（３）情報システム活用のための準備
２ 関係機関との連携
３ 研修、訓練等

１ 招集等
（１）参集及び活動場所
（２）招集基準
（３）指揮命令系統
（４）災害薬事コーディネーターの活動体制
２ 活動内容
（１）活動の開始等初動
（２）活動概要

①本部災害薬事コーディネーター ②地域災害薬事コーディネーター
（３）その他の活動
３ 活動の記録
４ 活動の終了

府の費用補償

第１ 基本的事項 第２ 平時の活動内容

第３ 災害時の活動内容

第４ 費用補償等

薬剤師のための災害対策マニュアル（令和６年３月）抜粋

参考

大阪府災害薬事コーディネーター活動要領について（案）

7



①地域災害薬事コーディネーター養成研修

日時 ： 令和７年11月29日（土）

場所 ： 大阪府薬剤師会 本館３階大ホール

受講対象者 ： 地域災害薬事コーディネーター候補者

研修内容 ：
災害全般・災害薬事コーディネーターに関する基礎的な内容について学習
・災害薬事コーディネーターに期待されること
・地域における災害医療提供体制、必要な状況把握と調整活動など
・災害時における市町村や保健所の活動、多職種の連携など
・災害時における初動対応と市町村や保健所等のサポート
（避難所等の住民の医薬品ニーズ、医薬品の確保・供給の調整など）

災害薬事コーディネーターとしての知識・技能を習得するため、大阪府薬剤師会
に事業委託し、地域災害薬事コーディネーター養成研修を実施。

地域災害薬事コーディネーター養成研修について
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地域災害薬事コーディネーターとして127名を委嘱（11月29日時点）



当面の取組み ～連携体制構築～ 【大阪府薬剤師会への委託業務】

〇保健所や市町村等の関係者間における情報共有の体制づくり
例：連絡網の作成、LINEグループ等の作成

〇災害時の参集場所や各関係者の役割の確認

〇災害時の医薬品の備蓄、医薬品供給や薬剤師派遣の協定締結の確認

〇薬局の被害状況や医薬品の確保供給等状況を把握できる体制の確認
（地域薬剤師会のBCP（業務継続計画））

〇地域における災害訓練の参加
例：情報伝達訓練、医薬品等の

確保供給の想定訓練

当面の取組みと災害発生時の対応

災害発生時の対応（基本的なイメージ）

〇地域保健医療調整本部が立ち上がった場合（震度６弱以上の地震の場合
等）に指定された場所に参集
※本部が立ち上がらない場合も、必要に応じ情報収集や報告等を行う

〇薬局等の被害状況や避難所等の開設状況等の確認
（医薬品の不足や調達方法等の確認・助言）

会員薬局・薬剤師保健所・市町村

地域災害薬事コーディネーター
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〇大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について

（令和７年３月31日付け科発0331第10 号、医政発0331第100号、健生発0331第

52号、感0331第20号、医薬発0331第60号、社援発0331第69号、障発0331第

27号、老発0331第13号）

〇疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（災害時における医療体制の構築に係る指針）

（令和５年３月31日付け医政地発0331第14号、令和５年６月29日付け医政地発

0629第３号最終改正）

〇「災害薬事コーディネーター活動要領」について

（令和７年３月10日付け医薬総発0310第２号」

〇改訂版「薬剤師のための災害対策マニュアル」

（令和６年３月 厚生労働省科学研究「薬剤師・薬局における災害時等対応につい

ての調査研究」研究班 報告書）

関連通知等
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https://www.mhlw.go.jp/content/001473923.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf
https://www.japal.org/wp-content/uploads/2025/04/20250310_sm0310-2b.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001438348.pdf


ご清聴ありがとうございました

14


